
質 疑 ・ 回 答 書 
令和６年１月 23日 

 

発注番号 05BA-6 件 名 
仮想基盤システム（文書・財務・セキュリティ対策システム拡

張用）機器賃貸借 

№ 質 疑 事 項 回         答 

1 契約書（案）を頂くことは可能でしょうか。 

契約書頭書については、別紙「契約書（案）」を参

照ください。（この「質疑・回答書」の末尾にあり

ます。） 

なお、契約条項については、枚方市ホームページ

（「入札・契約情報→入札契約制度→約款」内の「物

品：２．賃貸借」）を参照ください。 

2 
発注者の都合により解約となった場合、損害金はお

支払い頂けるのでしょうか（残リース料相当額分）。 
お見込みのとおりです。 

3 

リース料は毎月払いで各月の翌月末までにお支

払の認識でよろしいでしょうか。 

例：1月1日リース開始の場合、初回は2月末ま

でにお支払。2回目は3月末までにお支払。 

お見込みのとおりです。 

4 
当社はリース会社であり、保守業務をするノウハウ

がないため、保守に関しては第３者に委託してもよ

ろしいでしょうか。 
問題ありません。 

5 

今後の新型コロナウィルス感染拡大と長期化によ

り、物流遅延等の不測事態が発生し、納期遅延とな

った場合、受注者への指名停止等の処分、賠償請求

や違約金請求等なく、契約期間変更等の協議に応じ

ていただけますか。 

遅延が不可抗力による受注者の責めによらない場

合は、協議します。ただし、落札後に判明した場

合に限ります。 

この場合、指名停止、遅延損害金等の責めは負わ

ないものとします。 

6 

満了後の機器撤去についてエレベータ、台車の使用

は可能でしょうか。台車の使用が認められる場合、

段差等があるのでしょうか。また、配線を取り外し

済みの物件のみを引き取る認識でよろしいでしょ

うか。 

エレベータ・台車は使用可能ですが、混雑時間は

避けて下さい。スロープがありますので段差を通

らず運搬が可能です。 

機器撤去時の配線の取り外し、アンラック作業は

本契約に含まれます。 

7 
ソフトウェアにも動産総合保険を付保しますでし

ょうか。 
動産総合保険については、ハードウェアにのみ付

保するものとします。 

8 
契約期間満了後のデータ消去証明書の提出につい

て証明書にはどのような内容を記載すればよろし

いでしょうか。 

記録媒体のメーカー、型番、シリアル番号、作業

日時、破壊後の証明写真を含めて下さい。 

   

枚方市 総務部 契約課 

ＴＥＬ：０７２－８４１－１３４５、 ＦＡＸ：０７２－８４１－２０１５ 

 
Ｅ－ｍａｉｌ送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp （工事） 

          keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp （委託） 

          keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品） 

 

mailto:keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp
mailto:keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp
mailto:keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp


収 入

印 紙

賃貸借期間　　自　令和　年　月　日　　
至　令和　年　月　日

支払月額 円（消費税等含む）
支払月数 月
賃貸借物件　　

印

伝票番号

契約金額 円

発 注 者

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

代表者氏名

完了払

前　払　金
中間前払金
部分払回数

令和　年　月　日

賃貸借契約書（案）
件 名

納入場所

○○○○○賃貸借

枚方市指定場所

期間 自 令和　年　月　日
至 令和　年　月　日

__________________________ 円
支払条件

適用せず
適用せず
回

契約保証金

案件番号　　　

上記の件名について、発注者と受注者は、以下の条項により契約を締結する。

本契約の証として本書を作成し、当事者が電子署名し、又は記名押印のうえ各自１通を保有する。

住 所

商号又は名称
受　注　者


	賃貸借契約書（案）

